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鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　平成19年２月13日

鳥取県知事　　片　　山　　善　　博

　　　鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部を改正する条例

　鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例（平成16年鳥取県条例第32号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた

号（以下「移動後号｣ という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当

該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。

議案第４５号
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　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分（号の表示及び追加号を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（調査等）

第４条　知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第153条第１項

の規定により知事の権限に属する事務が委任されている場合に

あっては、当該委任を受けた鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取

県条例第５号）第13条第２項に規定する部局長等、同条例第２条

の規定により設置される部局等を構成する内部組織の長その他の

知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の

長。以下同じ。）は、放置自動車があるときは、当該放置自動車

の状況、所有者等その他の事項を調査するとともに、当該放置自

動車の撤去を促すために当該放置自動車に警告書をはり付けるこ

とができる。

２　略

（調査等）

第４条　知事は、放置自動車があるときは、当該放置自動車の状

況、所有者等その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車

の撤去を促すために当該放置自動車に警告書をはり付けることが

できる。

２　略
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３　知事は、第１項の規定により放置自動車を調査する場合におい

て、次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車の施

錠を解錠し、その目的を達成するため必要な範囲内で、当該放置

自動車の車内の調査をすることができる。

　（１）　道路運送車両法第11条第１項の規定により自動車登録番号

標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっ

ては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくは

その表示内容が読みとれないこと、同法第15条第１項若しくは

第５項の規定による永久抹消登録、第15条の２第１項の規定に

よる輸出抹消仮登録又は第16条第１項の規定による一時抹消登

録がなされていること。

　（２）及び（３）　略

４〜６　略

（廃物認定）

第７条　知事は、第４条第１項及び第３項の規定による調査を行っ

たにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合にお

３　知事は、第１項の規定により放置自動車を調査する場合におい

て、次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車の施

錠を解錠し、その目的を達成するため必要な範囲内で、当該放置

自動車の車内の調査をすることができる。

　（１）　道路運送車両法第11条第１項の規定により自動車登録番号

標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっ

ては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくは

その表示内容が読みとれないこと又は同法第15条第１項若しく

は第３項若しくは第16条第１項の規定による抹消登録がなされ

ていること。

　（２）及び（３）　略

４〜６　略

（廃物認定）

第７条　知事は、第４条第１項及び第３項の規定による調査を行っ

たにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合にお
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いて、同条第１項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から

起算して１月以上経過し、かつ、当該放置自動車が次の各号のい

ずれにも該当するときは、当該放置自動車を廃物と認定すること

ができる。

　（１）　道路運送車両法第11条第１項の規定により自動車登録番号

標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっ

ては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくは

その表示内容が読みとれないこと、同法第15条第１項若しくは

第５項の規定による永久抹消登録、第15条の２第１項の規定に

よる輸出抹消仮登録又は第16条第１項の規定による一時抹消登

録がなされていること。

　（２）及び（３）　略

２　略

（処分）

第８条　知事は、前条第１項の規定により放置自動車を廃物と認定

したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。この場

いて、同条第１項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から

起算して１月以上経過し、かつ、当該放置自動車が次の各号のい

ずれにも該当するときは、当該放置自動車を廃物と認定すること

ができる。

　（１）　道路運送車両法第11条第１項の規定により自動車登録番号

標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっ

ては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくは

その表示内容が読みとれないこと又は同法第15条第１項若しく

は第３項若しくは第16条第１項の規定による抹消登録がなされ

ていること。

　（２）及び（３）　略

２　略

（処分）

第８条　知事は、前条第１項の規定により放置自動車を廃物と認定

したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。
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合において、当該放置自動車内に放置されている物件（以下「放

置物件」という。）があるときは、遺失物に該当するものを除

き、当該放置自動車の処分に併せて当該放置物件の処分を行うこ

とができる。

２　知事は、前条第１項の規定により廃物として認定することが困

難な放置自動車の所有者等が判明しない場合において、第４条第

１項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して１月

以上経過し、かつ、県有地等の利用上又は管理上の支障が生じて

いるときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示

するものとする。

　（１）〜（３）　略

　（４）　放置物件に係る表示

　（５）　略

　（６）　略

３　知事は、前項の規定により告示をした日の翌日から起算して６

月を経過した日以後において、当該放置自動車を処分することが

できる。この場合において、放置物件があるときは、遺失物に該

２　知事は、前条第１項の規定により廃物として認定することが困

難な放置自動車の所有者等が判明しない場合において、第４条第

１項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して１月

以上経過し、かつ、県有地等の利用上又は管理上の支障が生じて

いるときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示

するものとする。

　（１）〜（３）　略

　（４）　略

　（５）　略

３　知事は、前項の規定により告示をした日の翌日から起算して６

月を経過した日以後において、当該放置自動車を処分することが

できる。
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当するものを除き、当該放置自動車の処分に併せて当該放置物件

の処分を行うことができる。

　　　附　則

（施行期日）

１　略

（この条例の失効）

２　この条例は、平成22年３月31日限り、その効力を失う。この場

合における経過措置に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

（施行期日）

１　略

（この条例の失効）

２　この条例は、平成19年３月31日限り、その効力を失う。この場

合における経過措置に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１項の改正は、平成19年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に、新条例第７条第１項の規定により廃物と認定した放置自動車について適用し、施行日前に改正前の鳥取県有地等に
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おける自動車の放置に対する措置に関する条例第７条第１項の規定により廃物と認定された自動車については、なお従前の例による。


